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農
産
物
検
査
法
三
段
表
（
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
後
）

農
産
物
検
査
法

農
産
物
検
査
法
関
係
手
数
料
令

農
産
物
検
査
法
施
行
規
則

そ
の
他

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）

（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
二
号
）

農
産
物
検
査
法
施
行
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
農
産
物
検
査
の
制
度
を

設
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
適
正
か
つ
確
実
な
実

施
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に

よ
り
、
農
産
物
の
公
正
か
つ
円
滑
な
取
引
と
そ

の
品
質
の
改
善
と
を
助
長
し
、
あ
わ
せ
て
農
家

経
済
の
発
展
と
農
産
物
消
費
の
合
理
化
と
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
農
産
物
検
査
」

［
農
産
物
検
査
法
施
行
令
］

と
は
、
品
位
等
検
査
及
び
成
分
検
査
を
い
う
。

（
米
麦
以
外
の
農
産
物
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
農
産
物
」
と
は
、
米

第
一
条

農
産
物
検
査
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う

穀
、
麦
（
小
麦
、
大
麦
及
び
は
だ
か
麦
を
い
う

。
）
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
農
産
物

。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
農
産

は
、
大
豆
、
小
豆
、
い
ん
げ
ん
、
か
ん
し
ょ
生

物
（
農
産
物
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
製
造
し

切
干
及
び
そ
ば
と
す
る
。

、
又
は
加
工
し
た
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の

２

法
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は

を
含
む
。
）
を
い
う
。

、
で
ん
粉
と
す
る
。

（
品
位
等
検
査
に
係
る
種
類
の
検
査
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
品
位
等
検
査
」
と
は

第
一
条

品
位
等
検
査
に
係
る
種
類
に
つ
い
て
の

、
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
検
査
の

検
査
は
、
輸
入
に
係
る
農
産
物
（
玄
米
、
精
米

区
分
に
係
る
登
録
検
査
機
関
が
、
農
林
水
産
省

、
小
麦
及
び
大
麦
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
農

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
一
条
第
一

産
物
検
査
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

項
の
農
産
物
検
査
規
格
に
基
づ
い
て
行
う
同
号

条
第
二
項
並
び
に
農
産
物
検
査
法
施
行
令
（
平

に
掲
げ
る
検
査
を
い
う
。

成
七
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲

げ
る
農
産
物
の
種
類
に
つ
い
て
行
い
、
そ
の
他

の
農
産
物
に
あ
つ
て
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
農
産
物
の
種
類
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
行
う
。
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農
産
物
の

事

項

種
類

当
年
産
の
も
の
（
生
産
さ
れ
た

年
の
翌
年
の
十
月
三
十
一
日
ま

で
に
検
査
を
行
う
べ
き
こ
と
を

も

み

求
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
及
び
当
年
産
以
外

の
も
の
の
別
の
水
稲
う
る
ち
も

み
、
水
稲
も
ち
も
み
、
陸
稲
う

る
ち
も
み
、
陸
稲
も
ち
も
み
、

種
子
水
稲
う
る
ち
も
み
、
種
子

水
稲
も
ち
も
み
、
種
子
陸
稲
う

る
ち
も
み
、
種
子
陸
稲
も
ち
も

み
及
び
飼
料
用
も
み
の
別

国
内
産
玄
米
に
あ
つ
て
は
、
当

年
産
の
も
の
及
び
当
年
産
以
外

の
も
の
の
別
の
水
稲
う
る
ち
玄

米
、
水
稲
も
ち
玄
米
、
陸
稲
う

玄

米

る
ち
玄
米
、
陸
稲
も
ち
玄
米
、

醸
造
用
玄
米
及
び
飼
料
用
玄
米

の
別

外
国
産
玄
米
に
あ
つ
て
は
、
う

る
ち
玄
米
及
び
も
ち
玄
米
の
別

う
る
ち
玄
米
及
び
も
ち
玄
米

に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
き
短
粒
種
、
中
粒
種
及
び

長
粒
種
の
別

国
内
産
精
米
に
あ
つ
て
は
、
当

年
産
の
も
の
及
び
当
年
産
以
外

の
も
の
の
別
の
水
稲
う
る
ち
精

米
、
水
稲
も
ち
精
米
、
陸
稲
う

る
ち
精
米
及
び
陸
稲
も
ち
精
米

の
別

精

米

外
国
産
精
米
に
あ
つ
て
は
、
う

る
ち
精
米
、
も
ち
精
米
、
う
る

ち
砕
精
米
及
び
も
ち
砕
精
米
の

別
う
る
ち
精
米
及
び
も
ち
精
米
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に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
き
短
粒
種
、
中
粒
種
及
び

長
粒
種
の
別

国
内
産
小
麦
に
あ
つ
て
は
、
生

産
年
度
別
の
普
通
小
麦
、
強
力

小

麦

小
麦
及
び
種
子
小
麦
の
別

外
国
産
小
麦
に
あ
つ
て
は
、
食

糧
小
麦
及
び
飼
料
小
麦
の
別

国
内
産
大
麦
に
あ
つ
て
は
、
生

産
年
度
別
の
普
通
小
粒
大
麦
、

普
通
大
粒
大
麦
、
ビ
ー
ル
大
麦

大

麦

及
び
種
子
大
麦
の
別

外
国
産
大
麦
に
あ
つ
て
は
、
食

糧
大
麦
、
ビ
ー
ル
大
麦
及
び
飼

料
大
麦
の
別

は
だ
か
麦

生
産
年
度
別
の
普
通
は
だ
か
麦

及
び
種
子
は
だ
か
麦
の
別

生
産
年
度
別
の
普
通
大
豆
、
特

定
加
工
用
大
豆
（
製
品
の
段
階

に
お
い
て
大
豆
の
原
形
を
と
ど

め
な
い
用
途
に
使
用
さ
れ
る
大

大

豆

豆
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及

び
種
子
大
豆
の
別

生
産
年
度
別
の
普
通
大
豆
、

特
定
加
工
用
大
豆
及
び
種
子

大
豆
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
大

粒
大
豆
、
中
粒
大
豆
、
小
粒

大
豆
及
び
極
小
粒
大
豆
の
別

生
産
年
度
別
の
一
般
小
豆
及
び

種
子
小
豆
の
別

小

豆

生
産
年
度
別
の
一
般
小
豆
及

び
種
子
小
豆
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
き
大
納
言
小
豆
、
普
通
小

豆
及
び
そ
の
他
の
小
豆
の
別

生
産
年
度
別
の
普
通
い
ん
げ
ん
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及
び
種
子
い
ん
げ
ん
の
別

生
産
年
度
別
の
普
通
い
ん
げ

ん
及
び
種
子
い
ん
げ
ん
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
き
中
長
う
ず
ら

い
ん
げ
ん

、
大
手
亡
、
大
正
金
時
、
北

海
金
時
、
丹
頂
金
時
、
大
正

白
金
時
、
白
金
時
、
福
白
金

時
、
そ
の
他
の
金
時
、
と
ら

豆
、
白
花
豆
、
大
福
及
び
そ

の
他
の
い
ん
げ
ん
の
別

か
ん
し
ょ

生
産
年
度
別
の
か
ん
し
よ
平
切

生
切
干

干
及
び
か
ん
し
よ
粗
砕
切
干
の

別

そ

ば

生
産
年
度
別
の
普
通
そ
ば
、
だ

つ
た
ん
そ
ば
及
び
種
子
そ
ば
の

別か
ん
し
よ
で
ん
粉
及
び
ば
れ
い

し
よ
で
ん
粉
の
別

か
ん
し
よ
で
ん
粉
に
あ
つ
て

は
、
か
ん
し
よ
生
で
ん
粉
、

か
ん
し
よ
並
で
ん
粉
及
び
か

ん
し
よ
さ
ら
し
で
ん
粉
の
別

で
ん
粉

ば
れ
い
し
よ
で
ん
粉
に
あ
つ

て
は
、
ば
れ
い
し
よ
生
で
ん

粉
、
ば
れ
い
し
よ
未
粉
で
ん

粉
、
ば
れ
い
し
よ
精
製
で
ん

粉
、
ば
れ
い
し
よ
二
番
粉
で

ん
粉
及
び
ば
れ
い
し
よ
二
番

粉
で
ん
粉
精
粉
の
別

（
品
位
等
検
査
に
係
る
銘
柄
の
検
査
）

第
二
条

品
位
等
検
査
に
係
る
銘
柄
に
つ
い
て
の

検
査
は
、
産
地
、
品
種
、
産
地
品
種
又
は
産
地

型
に
つ
い
て
行
う
。

（
品
位
等
検
査
に
係
る
量
目
の
検
査
）

第
三
条

品
位
等
検
査
に
係
る
量
目
に
つ
い
て
の
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検
査
は
、
正
味
重
量
及
び
皆
掛
重
量
に
つ
き
行

う
。

（
品
位
等
検
査
に
係
る
荷
造
り
及
び
包
装
の
検

査
）

第
四
条

品
位
等
検
査
に
係
る
荷
造
り
及
び
包
装

に
つ
い
て
の
検
査
は
、
荷
造
り
に
つ
い
て
は
緊

括
材
料
、
緊
括
方
法
及
び
緊
括
の
程
度
に
つ
き

、
包
装
に
つ
い
て
は
種
類
及
び
資
材
に
つ
き
行

う
。

（
品
位
等
検
査
に
係
る
品
位
の
検
査
）

第
五
条

品
位
等
検
査
に
係
る
品
位
に
つ
い
て
の

検
査
は
、
水
分
の
含
有
率
、
異
物
、
被
害
粒
、

異
種
穀
粒
及
び
未
熟
粒
の
混
入
率
、
形
質
、
整

粒
歩
合
、
発
芽
率
、
容
積
重
等
に
つ
き
行
う
。

（
品
位
等
検
査
の
検
査
方
法
）

第
六
条

品
位
等
検
査
は
、
各
個
に
、
又
は
抽
出

○
標
準
抽
出
方
法
（
平

し
て
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
抽
出
の
方
法

成
十
三
年
三
月
二
十
二

は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
標
準
抽
出
方
法

日
農
林
水
産
省
告
示
第

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

四
百
四
十
三
号
）

２

品
位
等
検
査
に
係
る
品
位
に
つ
い
て
の
検
査

○
標
準
計
測
法
（
平
成

は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
標
準
計
測
方
法

十
三
年
三
月
十
四
日
農

及
び
鑑
定
方
法
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
種
苗

林
水
産
省
告
示
第
三
百

法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
六
十
一

三
十
二
号
）

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が

○
鑑
定
方
法
（
平
成
十

定
め
る
基
準
に
従
い
生
産
及
び
調
整
さ
れ
た
種

三
年
三
月
十
四
日
農
林

子
も
み
、
種
子
小
麦
、
種
子
大
麦
、
種
子
裸
麦

水
産
省
告
示
第
三
百
三

又
は
種
子
大
豆
に
係
る
検
査
の
う
ち
、
当
該
基

十
三
号
）

準
に
定
め
ら
れ
た
事
項
に
係
る
検
査
は
、
当
該

基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
に
よ
り

行
う
。

（
成
分
検
査
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
成
分
検
査
」
と
は
、

第
七
条

成
分
検
査
は
、
た
ん
ぱ
く
質
、
ア
ミ

第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
検
査
の
区

ロ
ー
ス
及
び
で
ん
粉
に
つ
き
行
う
。

分
に
係
る
登
録
検
査
機
関
が
、
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
一
条
第
一
項

（
成
分
検
査
の
検
査
方
法
）

の
農
産
物
検
査
規
格
に
基
づ
い
て
行
う
同
号
に

第
八
条

成
分
検
査
は
、
抽
出
し
て
行
う
。
こ
の

○
標
準
抽
出
方
法
（
平

掲
げ
る
検
査
を
い
う
。

場
合
に
お
け
る
抽
出
の
方
法
は
、
農
林
水
産
大

成
十
三
年
三
月
二
十
二
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臣
が
定
め
る
標
準
抽
出
方
法
に
よ
る
も
の
と
す

日
農
林
水
産
省
告
示
第

る
。

四
百
四
十
三
号
）

２

成
分
検
査
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
標

○
標
準
計
測
法
（
平
成

準
計
測
方
法
に
よ
り
行
う
。

十
三
年
三
月
十
四
日
農

林
水
産
省
告
示
第
三
百

三
十
二
号
）

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
登
録
検
査
機
関
」
と

は
、
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水

産
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
法
人
を
い
う
。

（
米
穀
の
生
産
者
に
係
る
品
位
等
検
査
）

第
三
条

米
穀
の
生
産
者
は
、
そ
の
生
産
し
た
米

穀
に
つ
い
て
品
位
等
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
米
穀
の
輸
入
者
に
係
る
品
位
等
検
査
）

第
四
条

米
穀
の
輸
入
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以

下
「
輸
入
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
輸
入

し
た
米
穀
に
つ
い
て
品
位
等
検
査
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
米
穀
の
売
買
取
引
業
者
等
に
係
る
品
位
等
検

査
）

第
五
条

米
穀
の
売
買
取
引
又
は
加
工
を
業
と
し

て
行
う
者
（
以
下
「
売
買
取
引
業
者
等
」
と
い

う
。
）
は
、
そ
の
所
有
し
、
又
は
占
有
す
る
米

穀
で
品
位
等
検
査
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
つ

い
て
品
位
等
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

米
穀
の
売
買
取
引
業
者
等
は
、
そ
の
所
有
し

、
又
は
占
有
す
る
米
穀
で
品
位
等
検
査
を
受
け

た
も
の
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
以
後
に
お
い
て
、
品

位
等
検
査
（
量
目
及
び
品
位
に
つ
い
て
の
検
査

（
米
穀
の
売
買
取
引
業
者
等
に
係
る
品
位
等
検

に
限
る
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

査
）

一

輸
入
に
係
る
米
穀

第
十
三
条
第
一
項
の

第
九
条

法
第
五
条
第
二
項
第
一
号
（
法
第
三
十

規
定
に
よ
り
表
示
さ
れ
、
又
は
記
載
さ
れ
た

四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

検
査
年
月
日
（
こ
の
項
の
品
位
等
検
査
に
係

。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
一

る
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
起
算
し
て
農
林
水

年
と
す
る
。

産
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
日

二

そ
の
他
の
米
穀

そ
の
生
産
さ
れ
た
年
の

２

法
第
五
条
第
二
項
第
二
号
（
法
第
三
十
四
条

翌
年
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
日

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
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の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
日
は
、
十
一
月
一

日
と
す
る
。

（
麦
の
生
産
者
に
係
る
品
位
等
検
査
）

第
六
条

麦
の
生
産
者
は
、
そ
の
生
産
し
た
麦
に

つ
い
て
品
位
等
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

。（
麦
の
輸
入
者
に
係
る
品
位
等
検
査
）

第
七
条

麦
の
輸
入
業
者
は
、
そ
の
輸
入
し
た
麦

に
つ
い
て
品
位
等
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
準
用
）

第
八
条

第
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
麦
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
米
麦
以
外
の
農
産
物
に
係
る
品
位
等
検
査
）

第
九
条

米
穀
又
は
麦
以
外
の
農
産
物
の
生
産
者

、
輸
入
業
者
又
は
売
買
取
引
業
者
等
は
、
そ
の

所
有
し
、
又
は
占
有
す
る
農
産
物
に
つ
い
て
品

位
等
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
農
産
物
検
査
法
施
行
令
］

（
成
分
検
査
）

（
成
分
検
査
の
対
象
）

第
十
条

農
産
物
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の

第
二
条

法
第
十
条
の
政
令
で
定
め
る
農
産
物
は

生
産
者
、
輸
入
業
者
又
は
売
買
取
引
業
者
等
は

、
米
穀
及
び
小
麦
と
す
る
。

、
そ
の
所
有
し
、
又
は
占
有
す
る
当
該
農
産
物

に
つ
い
て
成
分
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

。（
農
産
物
検
査
規
格
）

第
十
一
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
農
産
物
の
種
類

○
農
産
物
規
格
規
程
（

及
び
銘
柄
ご
と
に
、
そ
の
量
目
、
荷
造
り
及
び

平
成
十
三
年
二
月
二
十

包
装
並
び
に
品
位
及
び
成
分
に
つ
い
て
の
規
格

八
日
農
林
水
産
省
告
示

（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
に
お

第
二
百
四
十
四
号
）

い
て
「
農
産
物
検
査
規
格
」
と
い
う
。
）
を
定

め
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
農
産
物
検
査
規
格
を
設

定
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
施
行
期
日
を
定
め
、
そ
の
期
日
の

三
十
日
前
ま
で
に
こ
れ
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
理
由
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
期
日

ま
で
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
農
産
物
検
査
規
格
を
設

定
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
農
産
物
の
検
査
等
に
関
し
学
識
経
験
を

有
す
る
者
及
び
関
係
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と

す
る
。

（
受
検
者
の
立
会
い
）

第
十
二
条

品
位
等
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

又
は
そ
の
代
理
人
は
、
品
位
等
検
査
の
実
施
に

立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
証
明
）

（
検
査
証
明
の
方
法
）

第
十
三
条

登
録
検
査
機
関
は
、
農
産
物
検
査
を

第
十
条

輸
入
に
係
る
農
産
物
に
つ
い
て
の
品
位

行
つ
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と

等
検
査
に
係
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
農
産
物
の
包
装
若
し
く
は

よ
る
検
査
証
明
は
、
法
第
五
条
第
二
項
（
法
第

票
せ
ん
に
検
査
年
月
日
、
農
産
物
検
査
の
結
果

三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
表
示
し
、
又
は
当
該
農

含
む
。
）
の
品
位
等
検
査
（
以
下
こ
の
条
に
お

産
物
検
査
を
請
求
し
た
者
（
第
十
六
条
に
お
い

い
て
「
期
間
経
過
米
検
査
」
と
い
う
。
）
を
行

て
「
受
検
者
」
と
い
う
。
）
に
こ
れ
ら
の
事
項

つ
た
米
穀
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

を
記
載
し
た
検
査
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば

る
検
査
証
明
書
を
、
期
間
経
過
米
検
査
以
外
の

な
ら
な
い
。

検
査
を
行
つ
た
農
産
物
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式

第
二
号
に
よ
る
検
査
証
明
書
を
交
付
し
て
す
る

も
の
と
す
る
。

２

輸
入
に
係
る
農
産
物
以
外
の
農
産
物
で
あ
つ

て
包
装
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
品
位

等
検
査
に
係
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
検
査
証
明
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
検
査
証
明
書
を
交
付
し

て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

期
間
経
過
米
検
査
を
行
つ
た
米
穀

別
記

様
式
第
三
号
に
よ
る
検
査
証
明
書

二

普
通
小
麦
の
う
ち
、
そ
の
水
分
の
含
有
率

及
び
容
積
重
の
数
値
に
つ
い
て
品
位
等
検
査

に
係
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

検
査
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の

別
記

様
式
第
四
号
に
よ
る
検
査
証
明
書

三

前
二
号
に
掲
げ
る
農
産
物
以
外
の
農
産
物
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別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
検
査
証
明
書

３

輸
入
に
係
る
農
産
物
以
外
の
農
産
物
で
あ
つ

○
農
産
物
検
査
法
施
行

て
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
品
位
等

規
則
の
規
定
に
基
づ
き

検
査
に
係
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

等
級
証
印
、
種
子
用
証

る
検
査
証
明
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、

印
及
び
醸
造
用
証
印
の

当
該
各
号
に
掲
げ
る
表
示
を
そ
の
表
面
の
見
や

方
法
を
定
め
る
件
（
平

す
い
箇
所
に
印
刷
し
た
当
該
農
産
物
の
包
装
又

成
十
三
年
三
月
二
十
二

は
当
該
表
示
を
印
刷
し
た
当
該
農
産
物
の
票
せ

日
告
農
林
水
産
省
告
示

ん
に
、
検
査
年
月
日
及
び
登
録
検
査
機
関
名
の

第
四
百
四
十
四
号
）

ほ
か
、
銘
柄
区
分
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
銘

柄
を
、
普
通
小
麦
の
う
ち
そ
の
水
分
の
含
有
率

及
び
容
積
重
の
数
値
に
つ
い
て
品
位
等
検
査
に

係
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査

証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当

該
数
値
を
記
載
し
、
農
産
物
検
査
員
（
法
第
十

七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
認
印
を
押
し
、
か
つ
、
当
該

包
装
又
は
票
せ
ん
に
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る

等
級
証
印
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
種
子
用

証
印
又
は
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
醸
造
用
証

印
を
押
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

も
み
及
び
玄
米
（
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）
、
小
麦
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）
、
大
麦
、
は
だ
か
麦
、
大
豆
、

小
豆
、
い
ん
げ
ん
、
か
ん
し
よ
平
切
干
又
は

そ
ば

別
記
様
式
第
九
号
に
よ
る
表
示

二

普
通
小
麦
の
う
ち
、
そ
の
水
分
含
有
率
及

び
容
積
重
の
数
値
に
つ
い
て
品
位
等
検
査
に

係
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検

査
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の

別
記
様

式
第
十
号
に
よ
る
表
示

三

精
米
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

、
か
ん
し
よ
粗
砕
切
干
又
は
で
ん
粉

別
記

様
式
第
十
一
号
に
よ
る
表
示

四

期
間
経
過
米
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
米

穀

別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
表
示

４

前
項
の
農
産
物
の
う
ち
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
抽
出
し
て
品
位
等
検
査
を
行
つ
た
も

の
に
つ
い
て
の
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
検
査
証
明
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
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ず
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

掲
げ
る
検
査
証
明
書
を
交
付
し
て
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

期
間
経
過
米
検
査
を
行
つ
た
米
穀

第
二

項
第
一
号
に
掲
げ
る
検
査
証
明
書

二

普
通
小
麦
の
う
ち
、
そ
の
水
分
の
含
有
率

及
び
容
積
重
の
数
値
に
つ
い
て
品
位
等
検
査

に
係
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

検
査
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の

別
記

様
式
第
十
三
号
に
よ
る
検
査
証
明
書

三

前
二
号
に
掲
げ
る
農
産
物
以
外
の
農
産
物

別
記
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
検
査
証
明
書

５

輸
入
に
係
る
農
産
物
以
外
の
農
産
物
で
あ
つ

て
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
成
分
検

査
に
係
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

検
査
証
明
は
、
別
記
様
式
第
十
五
号
に
よ
る
表

示
を
そ
の
包
装
の
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
印

刷
し
た
当
該
農
産
物
の
包
装
又
は
当
該
表
示
を

印
刷
し
た
当
該
農
産
物
の
票
せ
ん
に
農
産
物
検

査
員
の
認
印
を
押
し
、
か
つ
、
別
記
様
式
第
十

六
号
に
よ
る
検
査
証
明
書
を
交
付
し
て
す
る
も

の
と
し
、
こ
れ
以
外
の
成
分
検
査
に
係
る
法
第

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
証
明
は
、

別
記
様
式
第
十
六
号
に
よ
る
検
査
証
明
書
を
交

付
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２

何
人
も
、
農
産
物
の
包
装
又
は
票
せ
ん
に
、

前
項
の
表
示
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
し
て
は

な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
の
付
し
て
あ
る

包
装
は
、
そ
の
表
示
を
除
去
し
、
又
は
抹
消
し

た
後
で
な
け
れ
ば
、
再
び
農
産
物
の
包
装
と
し

て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
生
産
者
に
係
る
品
位
等
検
査
を
行
う
者
の
特

定
等
）

第
十
四
条

第
三
条
、
第
六
条
及
び
第
九
条
の
品

位
等
検
査
で
あ
つ
て
、
農
産
物
の
生
産
者
か
ら

の
請
求
に
よ
り
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該

生
産
者
の
住
所
地
又
は
検
査
を
受
け
よ
う
と
す

る
農
産
物
の
生
産
地
を
農
産
物
検
査
を
行
う
区

域
に
含
む
登
録
検
査
機
関
以
外
の
登
録
検
査
機
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関
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
銘
柄
の
検
査
の
特
例
）

２

登
録
検
査
機
関
は
、
第
五
条
第
一
項
（
第
八

第
十
一
条

法
第
十
四
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

九
条
及
び
次
条
第
二
項
の
品
位
等
検
査
で
あ
つ

る
。

て
、
農
産
物
の
売
買
取
引
業
者
等
か
ら
の
請
求

一

法
第
三
条
又
は
第
四
条
の
品
位
等
検
査
を

に
よ
り
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省

受
け
た
米
穀
（
精
米
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て

令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
銘
柄
に
つ
い
て
の

、
法
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場

検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

合
に
該
当
す
る
た
め
品
位
等
検
査
を
受
け
て

い
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て

、
法
第
五
条
第
一
項
の
品
位
等
検
査
を
行
う

場
合

二

大
豆
、
小
豆
、
い
ん
げ
ん
及
び
そ
ば
に
つ

い
て
、
品
位
等
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
農

産
物
の
生
産
地
を
農
産
物
検
査
を
行
う
区
域

に
含
む
登
録
検
査
機
関
が
法
第
九
条
の
品
位

等
検
査
を
行
う
場
合

（
検
査
の
失
効
）

第
十
五
条

農
産
物
検
査
を
受
け
た
農
産
物
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は

、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ
た
時
以
後
、
農
産
物

検
査
（
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

品
位
等
検
査
、
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
同
号
の
品
位
等
検
査
を
受
け
る
前
に
受

け
た
品
位
等
検
査
に
係
る
量
目
及
び
品
位
に
つ

い
て
の
検
査
）
を
受
け
て
い
な
い
も
の
と
み
な

す
。
た
だ
し
、
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命

令
に
基
づ
き
、
表
示
又
は
検
査
証
明
書
の
記
載

が
改
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
が

失
わ
れ
、
抹
消
さ
れ
、
改
め
ら
れ
、
又
は
不

明
と
な
つ
た
場
合

二

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ

れ
た
検
査
証
明
書
が
失
わ
れ
、
又
は
そ
の
記

載
が
抹
消
さ
れ
、
改
め
ら
れ
、
若
し
く
は
不

明
と
な
つ
た
場
合

三

も
み
、
玄
米
又
は
精
米
の
区
分
に
変
更
が

生
じ
た
場
合

四

第
五
条
第
二
項
（
第
三
十
四
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
品
位

等
検
査
に
係
る
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
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よ
る
表
示
が
付
さ
れ
、
又
は
同
項
の
検
査
証

明
書
が
交
付
さ
れ
た
場
合

２

第
三
十
四
条
第
一
項
の
品
位
等
検
査
を
受
け

た
麦
で
あ
つ
て
、
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
た
め
農
産
物
検
査
を

受
け
て
い
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
売

り
渡
し
、
又
は
そ
の
売
渡
し
を
委
託
し
よ
う
と

す
る
売
買
取
引
業
者
等
は
、
そ
の
売
渡
し
又
は

売
渡
し
の
委
託
前
に
品
位
等
検
査
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
不
正
受
検
に
対
す
る
処
置
）

（
消
印
）

第
十
六
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
受
検
者
が
不
正

第
十
二
条

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
表
示
の

な
手
段
に
よ
り
農
産
物
検
査
を
受
け
た
事
実
が

抹
消
は
、
別
記
様
式
第
十
七
号
の
消
印
を
押
し

明
ら
か
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
、
そ

て
す
る
も
の
と
す
る
。

の
農
産
物
に
つ
き
、
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
表
示
を
除
去
さ
せ
、
若
し
く
は
抹
消
さ

せ
、
又
は
検
査
証
明
書
の
返
還
を
求
め
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
検
査
機
関
の
登
録
）

（
登
録
検
査
機
関
の
登
録
）

第
十
七
条

登
録
検
査
機
関
の
登
録
を
受
け
よ
う

第
十
三
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請

○
登
録
免
許
税
法
（
昭

と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に

和
四
十
二
年
法
律
第
三

に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
検
査
の
区
分
に
よ
り
、

登
録
免
許
税
の
領
収
証
書
を
は
り
付
け
、
か
つ

十
五
号
）

農
林
水
産
大
臣
に
登
録
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば

、
定
款
、
登
記
事
項
証
明
書
、
役
員
の
氏
名
及

な
ら
な
い
。

び
住
所
を
記
載
し
た
書
面
、
申
請
の
日
の
属
す

一

農
産
物
の
種
類
及
び
銘
柄
、
量
目
、
荷
造

る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及

り
及
び
包
装
並
び
に
品
位
に
つ
い
て
の
検
査

び
損
益
計
算
書
又
は
収
支
計
算
書
並
び
に
申
請

二

農
産
物
の
成
分
に
つ
い
て
の
検
査

の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の

事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
に
関
す
る
書
類
を
添

え
、
こ
れ
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称
並
び
に
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る

事
務
所
の
所
在
地

二

農
産
物
検
査
を
行
お
う
と
す
る
農
産
物
の

種
類
（
国
内
産
農
産
物
又
は
外
国
産
農
産
物

の
別
を
含
む
。
）

三

農
産
物
検
査
の
登
録
の
区
分

四

農
産
物
検
査
を
行
お
う
と
す
る
区
域

五

一
年
間
に
行
お
う
と
す
る
農
産
物
の
種
類

（
国
内
産
の
米
穀
又
は
麦
に
あ
つ
て
は
、
包
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装
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
包
装
さ
れ
て
い
な

い
も
の
の
別
。
第
十
九
条
第
二
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
ご
と
の
品
位
等
検
査
の
検
査
見
込

数
量
又
は
一
年
間
に
行
お
う
と
す
る
成
分
検

査
の
検
査
見
込
件
数

六

農
産
物
検
査
を
行
う
農
産
物
検
査
員
の
氏

名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
農
産
物
検
査
員
が

農
産
物
検
査
を
行
う
農
産
物
の
種
類

七

農
産
物
検
査
を
行
う
場
合
に
用
い
る
こ
と

と
し
て
い
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
及
び

そ
の
所
在
場
所

八

法
第
十
七
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
事
実
の
有
無

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
前
項
中
「
登
録
免
許
税
の
領
収
証
書

」
と
あ
る
の
は
「
手
数
料
に
相
当
す
る
額
の
収

入
印
紙
」
と
、
「
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は

「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
十
八
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
の
申

請
を
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
よ
り
得
ら
れ

た
納
付
情
報
に
よ
り
、
現
金
を
も
っ
て
手
数
料

を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登

第
十
四
条

法
第
十
七
条
第
二
項
（
法
第
十
八
条

録
の
申
請
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適

第
三
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
同
項
第
一

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
登
録
は
、
別
記
様
式

号
の
検
査
の
区
分
に
係
る
登
録
の
申
請
に
あ
つ

第
十
八
号
に
よ
る
登
録
台
帳
に
記
帳
し
て
行
う

て
は
、
都
道
府
県
の
区
域
ご
と
に
第
一
号
及
び

。

第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
場
合

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登

に
限
る
。
）
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と

録
さ
れ
た
者
に
対
し
、
農
産
物
検
査
員
で
あ
る

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

こ
と
を
示
す
別
記
様
式
第
十
九
号
に
よ
る
農
産

な
い
。

物
検
査
員
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

農
産
物
検
査
員
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
と
き

は
、
前
項
の
農
産
物
検
査
員
証
を
携
帯
し
、
必
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要
に
応
じ
て
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
農
産
物
検
査
員
）

一

農
産
物
検
査
を
適
確
に
行
う
た
め
に
必
要

第
十
五
条

法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
（
法
第

な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
農
林

十
八
条
第
三
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い

水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
が
農
産
物
検
査
を

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

実
施
し
、
そ
の
数
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め

じ
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次

る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
し
て
、

農
林
水
産
大
臣
が
作
成
す
る
名
簿
に
登
載
さ
れ

た
も
の
と
す
る
。

一

農
産
物
検
査
に
一
年
以
上
従
事
し
た
経
験

を
有
す
る
者

二

農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
の
課
程

を
修
了
し
た
者

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
農
産
物
検
査
員
の
求
め

が
あ
る
場
合
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
に
は
、
前
項
の
名
簿
を
更
新
す
る
も
の
と
す

る
。

３

法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
の
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。一

国
内
産
農
産
物
に
係
る
品
位
等
検
査
を
行

う
場
合

一
年
間
に
行
お
う
と
す
る
農
産
物

の
種
類
（
米
穀
又
は
麦
に
あ
つ
て
は
、
包
装

さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
包
装
さ
れ
て
い
な
い

も
の
の
別
）
ご
と
の
検
査
見
込
数
量
（
ト
ン

で
表
し
た
量
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
区
分
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得

た
数
（
小
数
点
以
下
の
端
数
は
、
切
り
上
げ

る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
う
ち
最
も
大
き
い
数

イ

包
装
さ
れ
て
い
る
米
穀

二
千
五
百

ロ

包
装
さ
れ
て
い
な
い
米
穀

六
千

ハ

包
装
さ
れ
て
い
る
麦

二
千

ニ

包
装
さ
れ
て
い
な
い
麦

一
万
五
千

ホ

大
豆

千
五
百

ヘ

小
豆
及
び
い
ん
げ
ん

六
千

ト

か
ん
し
よ
生
切
干

百
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チ

そ
ば

千

リ

で
ん
粉

三
万

二

外
国
産
農
産
物
に
係
る
品
位
等
検
査
を
行

う
場
合

一
年
間
に
行
お
う
と
す
る
農
産
物

の
種
類
ご
と
の
検
査
見
込
数
量
を
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
区
分

に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得
た
数
の
う
ち
最
も

大
き
い
数
（
そ
の
数
が
二
を
下
回
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
二
）

イ

米
穀

五
千

ロ

麦

三
万

ハ

米
穀
及
び
麦
以
外
の
農
産
物

二
万

三

成
分
検
査
を
行
う
場
合

一
年
間
に
行
お

う
と
す
る
検
査
見
込
件
数
を
、
五
百
五
十
で

除
し
て
得
た
数

（
農
産
物
検
査
に
係
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設

備
）

二

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
機
械
器
具
そ
の

第
十
六
条

法
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
（
法
第

他
の
設
備
を
用
い
て
農
産
物
検
査
を
行
う
も

十
八
条
第
三
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い

の
で
あ
る
こ
と
。

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
農
産
物
検
査
の
区
分
ご
と
に

当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

国
内
産
農
産
物
に
係
る
品
位
等
検
査

別

表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備

二

外
国
産
農
産
物
に
係
る
品
位
等
検
査

別

表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備

三

成
分
検
査

別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る

区
分
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
械
器

具
そ
の
他
の
設
備

三

農
産
物
検
査
の
業
務
を
適
確
か
つ
円
滑
に

行
う
に
必
要
な
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
法
人

で
あ
る
こ
と
。

四

農
産
物
検
査
の
業
務
の
公
正
な
実
施
を
確

保
す
る
た
め
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
は

、
登
録
検
査
機
関
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
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き
な
い
。

一

そ
の
法
人
又
は
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
が

こ
の
法
律
又
は
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格

の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

百
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
罰
金
以
上
の
刑

に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
の
な
く
な
つ
た
日

か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
も
の

二

第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取

消
し
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
法
人

三

第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
の
日
前
三
十
日

以
内
に
そ
の
取
消
し
に
係
る
法
人
の
業
務
を

行
う
役
員
で
あ
つ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日

か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
も
の
が
業
務
を
行

う
役
員
と
な
つ
て
い
る
法
人

４

登
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
録
台
帳
に

記
帳
し
て
行
う
。

一

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二

登
録
検
査
機
関
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

登
録
検
査
機
関
が
農
産
物
検
査
を
行
う
農

産
物
の
種
類

四

登
録
の
区
分

五

登
録
検
査
機
関
が
農
産
物
検
査
を
行
う
区

域
六

第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
委
託

を
し
、
又
は
委
託
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
委
託
に
係
る
契
約
の
相
手
方
で
あ

る
登
録
検
査
機
関
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
登
録
台
帳
の
記
載
事
項
）

七

農
産
物
検
査
を
行
う
農
産
物
検
査
員
（
第

第
十
七
条

法
第
十
七
条
第
四
項
第
七
号
（
法
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
第
二

十
八
条
第
三
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い

十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
そ
の
他
農

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省

林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

令
で
定
め
る
事
項
は
、
農
産
物
検
査
員
の
住
所

及
び
当
該
農
産
物
検
査
員
が
農
産
物
検
査
を
行

う
農
産
物
の
種
類
と
す
る
。

５

品
位
等
検
査
に
係
る
登
録
の
申
請
に
係
る
前

項
第
五
号
の
農
産
物
検
査
を
行
う
区
域
は
、
都

道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

６

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
項
の
登
録
を
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
第
四
項
に
掲
げ
る
事
項

を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

登
録
検
査
機
関
は
、
第
四
項
第
二
号
、
第
六

号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

８

登
録
検
査
機
関
は
、
農
産
物
検
査
の
業
務
の

第
十
八
条

登
録
検
査
機
関
は
、
法
第
十
七
条
第

全
部
若
し
く
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し

八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を

を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
。

。

一

名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二

廃
止
の
届
出
の
場
合
は
、
廃
止
の
予
定
期

日
三

休
止
の
届
出
の
場
合
は
、
予
定
す
る
休
止

の
開
始
期
日
及
び
期
間

四

休
止
又
は
廃
止
を
す
る
理
由

９

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
二
項
の
届
出
が
あ
つ

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
農
産
物
検
査
法
施
行
令
］

（
登
録
の
更
新
）

（
登
録
検
査
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
十
八
条

登
録
検
査
機
関
の
登
録
は
、
三
年
を

第
三
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ
の
更

期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ

つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

［
農
産
物
検
査
法
関
係
手
数
料
令
］

（
登
録
検
査
機
関
の
登
録
更
新
手
数
料
）

２

前
項
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
実

第
一
条

農
産
物
検
査
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う

費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を

。
）
第
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
検
査
の
区
分
に
つ
い

て
一
万
百
円
と
す
る
。

３

前
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、

第
一
項
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

登
録
検
査
機
関
の
登
録
が
効
力
を
失
つ
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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（
変
更
登
録
）

第
十
九
条

登
録
検
査
機
関
は
、
第
十
七
条
第
四

○
登
録
免
許
税
法
（
昭

項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を

和
四
十
二
年
法
律
第
三

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
登
録
を
受

十
五
号
）

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
登
録
）

２

前
項
の
変
更
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

第
十
九
条

法
第
十
九
条
第
二
項
の
変
更
登
録
の

、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
農

申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

林
水
産
大
臣
に
変
更
登
録
の
申
請
を
し
な
け
れ

書
に
登
録
免
許
税
の
領
収
証
書
又
は
登
録
免
許

ば
な
ら
な
い
。

税
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
収
入
印
紙
を
は
り

付
け
、
こ
れ
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
七
条
第
四
項
第
三
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
し
よ
う
と

す
る
事
項

二

一
年
間
に
行
お
う
と
す
る
農
産
物
の
種
類

ご
と
の
品
位
等
検
査
の
検
査
見
込
数
量
又
は

一
年
間
に
行
お
う
と
す
る
成
分
検
査
の
検
査

見
込
件
数

三

農
産
物
検
査
を
行
う
農
産
物
検
査
員
の
氏

名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
農
産
物
検
査
員
が

農
産
物
検
査
を
行
う
農
産
物
の
種
類

四

農
産
物
検
査
を
行
う
場
合
に
用
い
る
こ
と

と
し
て
い
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
及
び

そ
の
所
在
場
所

３

第
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定

は
、
第
一
項
の
変
更
登
録
に
つ
い
て
準
用
す
る

。（
農
産
物
検
査
の
義
務
等
）

第
二
十
条

登
録
検
査
機
関
は
、
農
産
物
検
査
を

行
う
べ
き
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当

な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
農

産
物
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

農
産
物
検
査
員
は
、
公
正
か
つ
誠
実
に
そ
の

職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

３

登
録
検
査
機
関
は
、
農
産
物
検
査
員
が
農
産

第
二
十
条

登
録
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
条
第

○
農
産
物
検
査
法
施
行

物
検
査
を
実
施
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令

三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
と

規
則
の
規
定
に
基
づ
き

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
農
林

き
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
従
い

農
林
水
産
大
臣
の
定
め

水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
農
林
水
産
大
臣
に

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作

る
様
式
及
び
農
林
水
産

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

成
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
期
日
ま
で
に

大
臣
の
定
め
る
期
日
を
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こ
れ
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

定
め
る
件
（
平
成
十
三

ら
な
い
。

年
三
月
二
十
二
日
農
林

一

農
産
物
検
査
を
行
つ
た
農
産
物
の
数
量

水
産
省
告
示
第
四
百
四

二

農
産
物
検
査
を
行
つ
た
農
産
物
の
種
類
及

十
五
号
）

び
銘
柄
、
量
目
、
荷
造
り
及
び
包
装
並
び
に

品
位
又
は
成
分
に
つ
い
て
の
検
査
の
結
果

（
業
務
規
程
）

（
業
務
規
程
）

第
二
十
一
条

登
録
検
査
機
関
は
、
農
産
物
検
査

第
二
十
一
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
農
林
水

の
業
務
の
開
始
前
に
、
農
産
物
検
査
の
業
務
の

産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お

実
施
方
法
、
検
査
手
数
料
に
関
す
る
事
項
そ
の

り
と
す
る
。

他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
内
容
と

一

農
産
物
検
査
の
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す

す
る
業
務
規
程
を
定
め
、
農
林
水
産
大
臣
に
届

る
事
項

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た

二

農
産
物
検
査
に
係
る
手
数
料
の
額
に
関
す

と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

る
事
項

三

農
産
物
検
査
に
係
る
手
数
料
の
収
納
の
方

法
に
関
す
る
事
項

四

農
産
物
検
査
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関

す
る
事
項

五

農
産
物
検
査
を
行
う
区
域
及
び
農
産
物
検

査
を
行
う
場
所
に
関
す
る
事
項

六

農
産
物
検
査
の
受
付
の
条
件
に
関
す
る
事

項
七

農
産
物
検
査
の
受
検
の
た
め
の
準
備
に
関

す
る
事
項

八

農
産
物
検
査
員
の
配
置
に
関
す
る
事
項

九

機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
の
保
守
点
検
に

関
す
る
事
項

十

農
産
物
検
査
の
請
求
書
の
保
存
に
関
す
る

事
項

十
一

帳
簿
の
備
付
け
に
関
す
る
事
項

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
に
係
る
業
務
規
程
が
農
産
物
検
査
の
適
正
か

つ
確
実
な
実
施
上
不
適
当
と
な
つ
た
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
業
務
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
適
合
命
令
）

第
二
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
登
録
検
査
機

関
が
第
十
七
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適

合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
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録
検
査
機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合

す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
）

第
二
十
三
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
登
録
検
査
機

関
が
第
二
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認

め
る
と
き
、
又
は
登
録
検
査
機
関
が
行
う
農
産

物
検
査
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
表
示
若
し
く
は
検
査
証
明
書
の
記
載
が
適

当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
登
録
検
査

機
関
に
対
し
、
農
産
物
検
査
を
行
う
べ
き
こ
と

又
は
農
産
物
検
査
の
方
法
そ
の
他
の
業
務
の
方

法
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
二
十
四
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
登
録
検
査
機

関
が
第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に

該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
取

り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
登
録
検
査
機
関
が
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の

登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
以
内
の
期
間
を

定
め
て
農
産
物
検
査
の
業
務
の
停
止
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
係
る
業
務
規
程
に
よ
ら
な
い
で
農
産
物
検

査
を
行
つ
た
と
き
。

二

不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
七
条
第
二
項
の

登
録
又
は
第
十
九
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を

受
け
た
と
き
。

三

こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く

命
令
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く

処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
場

合
の
ほ
か
、
登
録
検
査
機
関
が
、
正
当
な
理
由

が
な
い
の
に
、
そ
の
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
一

年
を
経
過
し
て
も
な
お
農
産
物
検
査
の
業
務
を

開
始
せ
ず
、
又
は
一
年
以
上
継
続
し
て
農
産
物

検
査
の
業
務
を
停
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
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を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る

処
分
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を

公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
記
載
）

（
帳
簿
）

第
二
十
五
条

登
録
検
査
機
関
は
、
農
林
水
産
省

第
二
十
二
条

法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
帳
簿

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
帳
簿
を
備
え
、

は
、
農
産
物
検
査
の
業
務
を
行
う
登
録
検
査
機

こ
れ
に
農
産
物
検
査
に
関
し
農
林
水
産
省
令
で

関
ご
と
に
作
成
し
、
農
産
物
検
査
の
業
務
を
行

定
め
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け

う
事
務
所
に
備
え
付
け
、
最
終
の
記
載
の
日
か

れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
十
五
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

農
産
物
検
査
を
請
求
し
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

二

農
産
物
検
査
の
請
求
を
受
け
た
年
月
日

三

農
産
物
検
査
を
行
つ
た
年
月
日

四

農
産
物
検
査
を
行
つ
た
場
所

五

農
産
物
検
査
を
行
つ
た
農
産
物
の
種
類
及

び
銘
柄
、
量
目
、
荷
造
り
及
び
包
装
並
び
に

品
位
又
は
成
分
に
つ
い
て
の
検
査
の
結
果

六

農
産
物
検
査
を
行
つ
た
農
産
物
検
査
員
の

氏
名
（
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

る
検
査
の
区
分
に
係
る
登
録
検
査
機
関
（
次

条
に
お
い
て
「
登
録
成
分
検
査
機
関
」
と
い

う
。
）
が
成
分
検
査
の
試
料
の
採
取
の
業
務

を
他
の
登
録
検
査
機
関
に
委
託
し
て
行
つ
た

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
業
務
を
行
つ
た
登

録
検
査
機
関
の
名
称
）

七

輸
入
に
係
る
農
産
物
に
つ
い
て
の
農
産
物

検
査
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
船
舶
名

、
輸
入
港
名
、
入
港
年
月
日
そ
の
他
当
該
農

産
物
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

（
農
産
物
検
査
規
格
登
録
検
査
機
関
と
い
う
名

称
の
使
用
の
禁
止
）

第
二
十
六
条

登
録
検
査
機
関
で
な
い
者
は
、
農

産
物
検
査
規
格
登
録
検
査
機
関
と
い
う
名
称
又

は
こ
れ
に
紛
ら
わ
し
い
名
称
を
用
い
て
は
な
ら

な
い
。
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［
農
産
物
検
査
法
施
行
令
］

（
照
会
）

（
登
録
検
査
機
関
の
照
会
先
）

第
二
十
七
条

登
録
検
査
機
関
は
、
品
位
等
検
査

第
四
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て

る
行
政
機
関
は
、
地
方
農
政
局
長
及
び
北
海
道

、
地
方
農
政
局
長
、
北
海
道
農
政
事
務
所
長
そ

農
政
事
務
所
長
と
す
る
。

の
他
の
政
令
で
定
め
る
行
政
機
関
に
照
会
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

行
政
機
関
は
、
当
該
照
会
を
し
た
登
録
検
査
機

関
に
対
し
て
、
照
会
に
係
る
事
項
の
通
知
そ
の

他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
検
査
機
関
の
照
会
先
）

２

登
録
検
査
機
関
は
、
前
項
の
行
政
機
関
以
外

２

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
者

第
二
十
三
条

令
第
四
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省

の
者
で
、
品
位
等
検
査
の
適
正
な
実
施
の
た
め

は
、
農
業
協
同
組
合
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で

令
で
定
め
る
者
は
、
農
産
物
の
出
荷
の
事
業
を

必
要
な
事
項
に
関
す
る
情
報
を
有
す
る
も
の
と

定
め
る
者
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
て
も
、
照
会

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
業
務
の
委
託
）

（
業
務
の
委
託
の
届
出
）

第
二
十
八
条

第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

第
二
十
四
条

登
録
成
分
検
査
機
関
は
、
法
第
二

る
検
査
の
区
分
に
係
る
登
録
検
査
機
関
は
、
農

十
八
条
の
規
定
に
よ
り
他
の
登
録
検
査
機
関
に

林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
成
分

業
務
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

検
査
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
試
料
の
分
析
の
業

じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
農
林
水
産

務
及
び
そ
の
分
析
の
結
果
に
基
づ
い
て
行
う
検

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

査
証
明
の
業
務
以
外
の
も
の
を
他
の
登
録
検
査

一

業
務
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
登
録
検
査
機

機
関
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二

委
託
し
よ
う
と
す
る
業
務
の
内
容

三

業
務
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
期
間

２

登
録
成
分
検
査
機
関
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

登
録
成
分
検
査
機
関
は
、
第
一
項
の
委
託
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
業
務
を
委
託
し
よ
う

と
す
る
登
録
検
査
機
関
に
対
し
て
、
当
該
委
託

す
る
業
務
に
関
す
る
準
則
を
示
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
情
報
の
提
供
）

第
二
十
九
条

国
は
、
農
産
物
の
公
正
か
つ
円
滑

な
取
引
及
び
そ
の
品
質
の
改
善
に
資
す
る
た
め
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、
農
産
物
検
査
の
結
果
そ
の
他
農
産
物
検
査
に

関
す
る
情
報
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
三
十
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施

行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
農
産
物
の
生
産

者
、
輸
入
業
者
、
売
買
取
引
業
者
等
又
は
倉
庫

業
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
状
況
に
関
し
報
告

を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
十
条
第
三
項
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要

な
限
度
に
お
い
て
、
登
録
検
査
機
関
に
対
し
、

農
産
物
検
査
の
業
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し

報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
調
査
）

第
三
十
一
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に

、
農
産
物
の
生
産
者
、
輸
入
業
者
、
売
買
取
引

業
者
等
若
し
く
は
倉
庫
業
者
の
ほ
場
、
事
務
所

、
販
売
所
、
事
業
所
、
倉
庫
若
し
く
は
工
場
に

立
ち
入
り
、
農
産
物
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ

の
他
の
物
件
を
調
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質

問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、
登
録
検

査
機
関
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入

り
、
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の

他
の
物
件
を
調
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
調
査
職
員
の
証
明
書
）

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
調
査
を
す
る
職

第
二
十
五
条

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
立
入
調

員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、

査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式

関
係
者
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提

は
、
別
記
様
式
第
二
十
号
の
と
お
り
と
す
る
。

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調

査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ

た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
聴
聞
の
特
例
）

第
三
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
十
四
条
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第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八

十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意

見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず

、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴

聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
聴
聞
の
主
宰
者
は
、
行
政
手
続
法
第

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
処
分
に
係

る
利
害
関
係
人
が
当
該
聴
聞
に
関
す
る
手
続
に

参
加
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
許

可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
水
産
大
臣
に
対
す
る
申
出
）

（
農
林
水
産
大
臣
に
対
す
る
申
出
の
手
続
）

第
三
十
三
条

何
人
も
、
第
十
三
条
第
一
項
の
規

第
二
十
六
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

定
に
よ
る
表
示
が
付
さ
れ
、
又
は
同
項
の
検
査

よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

証
明
書
が
交
付
さ
れ
た
農
産
物
が
当
該
表
示
又

文
書
（
正
副
三
通
）
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な

は
検
査
証
明
書
の
記
載
に
係
る
農
産
物
検
査
規

ら
な
い
。

格
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
農
林
水

一

申
出
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
そ
の
旨
を
農

二

申
出
に
係
る
農
産
物
の
種
類
及
び
数
量

林
水
産
大
臣
に
申
し
出
て
適
切
な
措
置
を
と
る

三

申
出
に
係
る
農
産
物
の
検
査
を
行
つ
た
年

べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

月
日

四

申
出
の
理
由

五

申
出
に
係
る
農
産
物
の
検
査
を
請
求
し
た

者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

六

申
出
に
係
る
農
産
物
に
法
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
付
し
、
又
は
同
項

の
検
査
証
明
書
を
交
付
し
た
登
録
検
査
機
関

の
名
称

七

申
出
に
係
る
農
産
物
の
申
出
時
に
お
け
る

所
在
場
所
及
び
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
出

が
あ
つ
た
と
き
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
そ

の
申
出
の
内
容
が
事
実
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
措
置
そ
の
他
の

適
切
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
府
が
輸
入
す
る
麦
等
に
係
る
農
産
物
検
査

）
第
三
十
四
条

政
府
は
、
次
に
掲
げ
る
麦
に
つ
い
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て
品
位
等
検
査
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

一

政
府
の
輸
入
を
目
的
と
す
る
買
入
れ
に
係

る
麦
で
品
位
等
検
査
を
受
け
て
い
な
い
も
の

二

政
府
の
所
有
に
係
る
麦
で
あ
つ
て
、
第
十

五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
す
る
た
め
品
位
等
検
査
を
受
け

て
い
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の

２

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号

に
掲
げ
る
麦
に
つ
い
て
の
同
項
の
品
位
等
検
査

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
政
府
の
所
有
に

係
る
米
穀
で
品
位
等
検
査
を
受
け
た
も
の
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

４

第
十
条
の
規
定
は
、
政
府
の
所
有
に
係
る
農

産
物
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
農
林
水
産
大
臣
に
よ
る
農
産
物
検
査
の
業
務

の
実
施
）

第
三
十
五
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
登
録
検
査
機

関
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
農
産
物
検
査

の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
実
施
す
る
こ
と
が

困
難
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
農
産
物
検
査
の
業
務
の

全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
農

産
物
検
査
の
業
務
を
行
い
、
又
は
同
項
の
規
定

に
よ
り
行
つ
て
い
る
農
産
物
検
査
の
業
務
を
行

わ
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
産
物
検
査
の
業
務
の
引
継
ぎ
）

３

農
林
水
産
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農

第
二
十
七
条

法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す

産
物
検
査
の
業
務
を
行
う
こ
と
と
し
た
場
合
に

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
登
録
検
査
機
関
は
、
次

お
け
る
農
産
物
検
査
の
業
務
の
引
継
ぎ
そ
の
他

に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
必
要
な
事
項
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

一

引
き
継
ぐ
べ
き
農
産
物
検
査
の
業
務
を
農

。

林
水
産
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二

引
き
継
ぐ
べ
き
農
産
物
検
査
の
業
務
に
関

す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
農
林
水
産
大
臣
に
引

き
渡
す
こ
と
。

三

そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
が
農
産
物
検
査
の

業
務
の
引
継
ぎ
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項

を
行
う
こ
と
。

４

第
一
項
の
農
産
物
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
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、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
の
農
産
物
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
は

、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

６

第
一
項
の
農
産
物
検
査
の
結
果
に
不
服
が
あ

る
者
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
出
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
の
処
分
又
は
不
作

為
に
対
し
て
の
み
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和

三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
に
よ
る
訴
え

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
数
料
）

［
農
産
物
検
査
法
関
係
手
数
料
令
］

（
農
林
水
産
大
臣
の
行
う
農
産
物
検
査
に
係
る

手
数
料
）

第
三
十
六
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林

第
二
条

法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
に
掲

水
産
大
臣
の
行
う
農
産
物
検
査
を
受
け
よ
う
と

げ
る
農
産
物
の
検
査
（
次
項
各
号
に
掲
げ
る
検

す
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る

査
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な

額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一

も
み

イ

二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
四
五
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

五
十
円

ロ

二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

二
十
五
円

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

一
ト
ン
当
た
り

七
百
九
十
円

二

玄
米

イ

三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
六
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

五
十
円

ロ

三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

二
十
五
円

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

一
ト
ン
当
た
り

七
百
九
十
円

三

精
米

イ

三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
六
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

五
十
円

ロ

三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

二
十
五
円
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ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

一
ト
ン
当
た
り

七
百
九
十
円

四

大
麦

イ

二
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
五
二
・
五
キ

ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

三
十
円

ロ

二
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

十
五
円

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

一
ト
ン
当
た
り

四
百
七
十
円

五

は
だ
か
麦

イ

三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
六
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

三
十
円

ロ

三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

十
五
円

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

一
ト
ン
当
た
り

四
百
七
十
円

六

小
麦

イ

三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
六
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

三
十
円

ロ

三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

十
五
円

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

一
ト
ン
当
た
り

四
百
七
十
円

七

大
豆
、
小
豆
、
い
ん
げ
ん

イ

三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
六
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

四
十
円

ロ

三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

二
十
円

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

一
ト
ン
当
た
り

六
百
三
十
円

八

か
ん
し
よ
生
切
干

一
包
装
に
つ
き

十
円

九

そ
ば

イ

四
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

二
十
円

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

一
ト
ン
当
た
り

四
百
二
十
円
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十

で
ん
粉

イ

七
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の

一
包
装
に
つ
き

十
円

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

一
ト
ン
当
た
り

三
百
八
十
円

２

法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
に
掲
げ
る

検
査
に
つ
い
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手

数
料
の
額
は
、
一
の
種
類
及
び
銘
柄
の
米
穀
又

は
小
麦
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

米
穀
に
含
ま
れ
る
た
ん
ぱ
く
質
に
つ
い
て

の
検
査

四
千
五
百
円
に
イ
又
は
ロ
に
掲
げ

る
米
穀
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

ロ
に
定
め
る
額
を
加
え
た
額

イ

も
み

二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
四
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の
に
あ
つ

て
は
一
包
装
に
つ
き
三
円
と
し
て
、
二
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も
の
に
あ
つ

て
は
一
包
装
に
つ
き
二
円
と
し
て
、
こ
れ

ら
の
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
一
ト

ン
当
た
り
四
十
七
円
と
し
て
計
算
し
た
額

ロ

玄
米
又
は
精
米

三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
六
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も

の
に
あ
つ
て
は
一
包
装
に
つ
き
三
円
と
し

て
、
三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
包
装
の
も

の
に
あ
つ
て
は
一
包
装
に
つ
き
二
円
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ

て
は
一
ト
ン
当
た
り
四
十
七
円
と
し
て
計

算
し
た
額

二

米
穀
に
含
ま
れ
る
ア
ミ
ロ
ー
ス
に
つ
い
て

の
検
査

五
千
三
百
円
に
前
号
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
米
穀
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
を
加
え
た
額

三

小
麦
に
含
ま
れ
る
た
ん
ぱ
く
質
に
つ
い
て

の
検
査

四
千
五
百
円
に
第
一
号
ロ
に
定
め

る
額
を
加
え
た
額

四

小
麦
に
含
ま
れ
る
で
ん
粉
に
つ
い
て
の
検

査

五
千
四
百
円
に
第
一
号
ロ
に
定
め
る
額

を
加
え
た
額

［
農
産
物
検
査
法
施
行
令
］
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（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

第
三
十
七
条

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
農
林
水
産

第
五
条

法
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限

大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
は
、
政
令

に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が

も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
都
道
府
県
知
事

行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
及
び

第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務

（
法
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
行
う
こ

と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
表
示
の
除
去

若
し
く
は
抹
消
又
は
検
査
証
明
書
の
返
還
の

要
求
（
い
ず
れ
も
登
録
検
査
機
関
で
あ
っ
て

そ
の
農
産
物
検
査
を
行
う
区
域
が
一
の
都
道

府
県
の
区
域
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
地
域
登

録
検
査
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
農
産
物

検
査
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る

事
務

当
該
都
道
府
県
の
知
事

二

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

の
受
理
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

登
録
及
び
当
該
登
録
に
係
る
同
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
公
示
（
い
ず
れ
も
地
域
登
録
検

査
機
関
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す

る
事
務

当
該
都
道
府
県
の
知
事

三

法
第
十
七
条
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
の
受
理
及
び
当
該
届
出
に
係
る

同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
（
い
ず
れ

も
地
域
登
録
検
査
機
関
に
関
す
る
も
の
に
限

る
。
）
に
関
す
る
事
務

当
該
都
道
府
県
の

知
事

四

法
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の

受
理
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更

新
及
び
当
該
更
新
に
係
る
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
る
公
示
（
い
ず
れ
も
地
域
登
録
検
査

機
関
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る

事
務

当
該
都
道
府
県
の
知
事

五

法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

（
地
域
登
録
検
査
機
関
に
関
す
る
も
の
に
限

る
。
）
に
関
す
る
事
務

当
該
都
道
府
県
の

知
事
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六

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

の
受
理
並
び
に
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
登
録
及
び
当
該
変
更
登
録
に
係
る
同
条
第

六
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
（
い
ず
れ
も
地
域

登
録
検
査
機
関
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
関
す
る
事
務

当
該
都
道
府
県
の
知
事

七

法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

の
受
理
（
地
域
登
録
検
査
機
関
に
関
す
る
も

の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務

当
該
都
道

府
県
の
知
事

八

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
受
理
及
び
当
該
届
出
に
係
る
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
い
ず
れ
も
地
域
登

録
検
査
機
関
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

関
す
る
事
務

当
該
都
道
府
県
の
知
事

九

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
地

域
登
録
検
査
機
関
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

）
に
関
す
る
事
務

当
該
都
道
府
県
の
知
事

十

法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
地

域
登
録
検
査
機
関
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

）
に
関
す
る
事
務

当
該
都
道
府
県
の
知
事

十
一

法
第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
及
び
当
該

取
消
し
に
係
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

公
示
（
い
ず
れ
も
地
域
登
録
検
査
機
関
に
関

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務

当

該
都
道
府
県
の
知
事

十
二

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

命
令
並
び
に
当
該
命
令
に
係
る
同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
公
示
及
び
法
第
三
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
聴
聞
（
い
ず
れ
も
地
域

登
録
検
査
機
関
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
関
す
る
事
務

当
該
都
道
府
県
の
知
事

十
三

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
農

産
物
の
生
産
者
、
輸
入
業
者
、
売
買
取
引
業

者
等
又
は
倉
庫
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収

に
関
す
る
事
務

当
該
生
産
者
の
住
所
地
又

は
当
該
輸
入
業
者
、
売
買
取
引
業
者
等
若
し

く
は
倉
庫
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
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十
四

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登

録
検
査
機
関
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
（
地
域

登
録
検
査
機
関
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
関
す
る
事
務

当
該
都
道
府
県
の
知
事

十
五

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

農
産
物
の
生
産
者
、
輸
入
業
者
、
売
買
取
引

業
者
等
又
は
倉
庫
業
者
に
関
す
る
立
入
調
査

に
関
す
る
事
務

当
該
立
入
調
査
に
係
る
場

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

十
六

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

登
録
検
査
機
関
に
関
す
る
立
入
調
査
（
地
域

登
録
検
査
機
関
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
関
す
る
事
務

当
該
都
道
府
県
の
知
事

十
七

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
出
の
受
付
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
調
査
及
び
措
置
（
い
ず
れ
も
地
域
登
録

検
査
機
関
が
行
う
農
産
物
検
査
に
関
す
る
も

の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務

当
該
都
道

府
県
の
知
事

２

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
同
項

本
文
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
農
林
水
産
大
臣

に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る

規
定
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
適
用
が
あ
る
も

（
都
道
府
県
知
事
の
行
う
表
示
の
除
去
等
の
内

の
と
す
る
。

容
等
の
報
告
）

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に

第
二
十
八
条

令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

よ
り
同
項
第
一
号
、
第
七
号
又
は
第
九
号
か
ら

報
告
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
に

第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
（
第
十
一
号
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に

掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
登

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
し

録
の
取
消
し
に
関
す
る
事
務
、
第
十
二
号
に
掲

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
命
令

一

不
正
な
手
段
に
よ
り
農
産
物
検
査
を
受
け

に
関
す
る
事
務
に
限
る
。
）
を
行
っ
た
場
合
に

た
事
実
が
明
ら
か
と
な
つ
た
受
検
者
の
氏
名

は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

又
は
名
称
及
び
住
所

、
そ
の
内
容
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け

二

当
該
農
産
物
検
査
を
行
つ
た
登
録
検
査
機

れ
ば
な
ら
な
い
。

関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

表
示
の
除
去
若
し
く
は
抹
消
又
は
検
査
証

明
書
の
返
還
の
要
求
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
表
示
の
除
去
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た

年
月
日

四

表
示
の
除
去
等
に
係
る
農
産
物
の
種
類

五

表
示
の
除
去
等
の
内
容

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
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２

令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
同

条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

受
理
を
し
た
報
告
に
係
る
登
録
検
査
機
関

が
農
産
物
検
査
を
行
つ
た
農
産
物
の
数
量

二

受
理
を
し
た
報
告
に
係
る
登
録
検
査
機
関

が
農
産
物
検
査
を
行
つ
た
農
産
物
の
種
類
及

び
銘
柄
、
量
目
、
荷
造
り
及
び
包
装
並
び
に

品
位
又
は
成
分
に
つ
い
て
の
検
査
の
結
果

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３

令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
同

条
第
一
項
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
遅
滞
な

く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提

出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

命
令
又
は
登
録
の
取
消
し
を
し
た
登
録
検

査
機
関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
二

命
令
又
は
登
録
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

三

命
令
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
命

令
の
内
容

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
表
示
の
除
去
若
し
く
は
抹
消
又
は
検
査
証

明
書
の
返
還
の
要
求
（
い
ず
れ
も
地
域
登
録
検

査
機
関
が
行
う
農
産
物
検
査
に
関
す
る
も
の
に

限
る
。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
当

該
都
道
府
県
の
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に

４

令
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、

よ
り
同
項
第
十
三
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る

遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

事
務
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で

面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
農
林
水

一

報
告
を
求
め
、
又
は
立
入
調
査
を
行
つ
た

産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

農
産
物
の
生
産
者
、
輸
入
業
者
、
売
買
取
引

業
者
等
又
は
倉
庫
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
住
所

二

報
告
を
求
め
、
又
は
立
入
調
査
を
行
つ
た

年
月
日

三

報
告
の
徴
収
又
は
立
入
調
査
の
結
果
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四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

６

農
林
水
産
大
臣
は
、
農
産
物
の
生
産
者
、
輸

入
業
者
、
売
買
取
引
業
者
等
若
し
く
は
倉
庫
業

者
又
は
地
域
登
録
検
査
機
関
に
つ
い
て
法
第
三

十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
の
徴
収
又
は
法
第
三
十
一
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
を
行
っ

た
結
果
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府

県
の
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
検
者
が
不
正
な
手
段
に
よ
り
地
域
登
録

検
査
機
関
が
行
う
農
産
物
検
査
を
受
け
た
事

実
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
き
。

二

地
域
登
録
検
査
機
関
が
、
法
第
十
七
条
第

二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ

た
と
き
、
又
は
同
条
第
三
項
第
一
号
若
し
く

は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

三

地
域
登
録
検
査
機
関
が
法
第
二
十
条
の
規

定
に
違
反
し
て
い
る
と
き
、
又
は
地
域
登
録

検
査
機
関
が
行
う
農
産
物
検
査
若
し
く
は
法

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
若
し

く
は
検
査
証
明
書
の
記
載
が
適
当
で
な
い
と

き
。

四

地
域
登
録
検
査
機
関
が
法
第
二
十
四
条
第

二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

五

地
域
登
録
検
査
機
関
が
、
正
当
な
理
由
が

な
い
の
に
、
そ
の
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
一

年
を
経
過
し
て
も
な
お
農
産
物
検
査
の
業
務

を
開
始
せ
ず
、
又
は
一
年
以
上
継
続
し
て
農

産
物
検
査
の
業
務
を
停
止
し
た
と
き
。

７

第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
農
林

水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
同
項
第
一
号

又
は
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
務
を
行
う
と
き
は
、
相
互
に
密
接
な
連
携
の

下
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
罰
則
）

第
三
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
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違
反
し
た
者

二

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
拒
み
、

妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

第
三
十
九
条

第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
業
務
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、

そ
の
違
反
行
為
を
し
た
登
録
検
査
機
関
の
役
員

又
は
職
員
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
四
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
二
十
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

三

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査

を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は

同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者

第
四
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る

違
反
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為

を
し
た
登
録
検
査
機
関
の
役
員
又
は
職
員
は
、

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
十
七
条
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し

た
と
き
。

二

第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
記
載

を
せ
ず
、
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
帳
簿
を

保
存
し
な
か
つ
た
と
き
。

三

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

四

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査

を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は

同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き

。

第
四
十
二
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く

は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
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、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
第
三

十
八
条
又
は
第
四
十
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と

き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又

は
人
に
対
し
て
も
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る

。
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別
表
第
一
（
第
十
六
条
関
係
）

農
産
物
検
査
を
行

農
産
物
検
査
を
行

う
農
産
物
の
種
類

機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備

う
農
産
物
の
種
類

機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備

も
み
（
飼
料
用
も

一

穀
刺

小
麦
、
大
麦
、
は

一

穀
刺

み
を
除
く
。
）

二

カ
ル
ト
ン

だ
か
麦

二

カ
ル
ト
ン

三

恒
温
器

三

恒
温
器

四

は
か
り

四

ふ
る
い

五

試
験
用
も
み
す
り
機

五

は
か
り

六

小
型
試
験
用
と
う
精
機

六

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
等

七

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
（
化
学
天
び
ん
、
試
料

七

穀
粒
容
積
重
計

粉
砕
器
及
び
恒
温
乾
燥
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
常
圧
加
熱
乾
燥
法
に
よ
る
水
分
測
定
と
同
等
の
精
度

大
豆
、
小
豆
、
い

一

穀
刺

で
そ
の
測
定
結
果
が
得
ら
れ
る
水
分
計
測
器
（
以
下
「

ん
げ
ん

二

カ
ル
ト
ン

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
等
」
と
い
う
。)

三

は
か
り

四

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
等

も
み
（
飼
料
用
も

一

穀
刺

五

恒
温
器

み
に
限
る
。
）

二

カ
ル
ト
ン

六

ふ
る
い

三

は
か
り

四

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
等

か
ん
し
ょ
生
切
干

一

は
か
り

二

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材

玄
米
（
飼
料
用
玄

一

穀
刺

米
を
除
く
。
）

二

カ
ル
ト
ン

そ
ば

一

穀
刺

三

は
か
り

二

カ
ル
ト
ン

四

小
型
試
験
用
と
う
精
機

三

は
か
り

五

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
等

四

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
等

五

恒
温
器

玄
米
（
飼
料
用
玄

一

穀
刺

六

穀
粒
容
積
重
計

米
に
限
る
。
）

二

カ
ル
ト
ン

七

ふ
る
い

三

は
か
り

四

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
等

で
ん
粉

一

白
度
計

二

は
か
り

精
米

一

穀
刺

三

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
等

二

カ
ル
ト
ン

四

砂
分
測
定
瓶

三

ふ
る
い

五

ガ
ラ
ス
電
極
水
素
イ
オ
ン
濃
度
計

四

は
か
り

六

窒
素
定
量
法
使
用
機
材
（
化
学
天
び
ん
、
分
解
装
置

五

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
等

（
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
化
学
天
び
ん
を
設
置
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
化
学
天
び
ん
を
除
く
。
）

七

電
気
炉
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別
表
第
二
（
第
十
六
条
関
係
）

農
産
物
検
査
を
行

農
産
物
検
査
を
行

う
農
産
物
の
種
類

機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備

う
農
産
物
の
種
類

機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備

米
穀

一

穀
温
計

大
豆
、
小
豆
、
い

一

穀
刺

二

穀
刺

ん
げ
ん

二

カ
ル
ト
ン

三

カ
ル
ト
ン

三

は
か
り

四

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
等

四

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
等

五

試
料
均
分
器

五

恒
温
器

六

鑑
定
用
鏡
板

六

ふ
る
い

七

粒
形
テ
ス
タ
ー

八

ふ
る
い

か
ん
し
よ
生
切
干

一

は
か
り

九

は
か
り

二

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材

十

砂
分
測
定
瓶

十
一

試
験
用
と
う
精
機

そ
ば

一

穀
刺

二

カ
ル
ト
ン

小
麦
、
は
だ
か
麦

一

穀
温
計

三

は
か
り

二

穀
刺

四

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
等

三

カ
ル
ト
ン

五

恒
温
器

四

き
よ
う
雑
物
選
別
機
又
は
き
よ
う
雑
物
選
別
用
ふ
る

六

穀
粒
容
積
重
計

い

七

ふ
る
い

五

穀
粒
容
積
重
計

六

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材

で
ん
粉

一

白
度
計

七

試
料
均
分
器

二

は
か
り

八

鑑
定
用
鏡
板

三

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
等

九

細
麦
等
判
定
用
ふ
る
い

四

砂
分
測
定
瓶

十

は
か
り

五

ガ
ラ
ス
電
極
水
素
イ
オ
ン
濃
度
計

十
一

試
験
用
と
う
精
機

六

窒
素
定
量
法
使
用
機
材
（
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
化

学
天
び
ん
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
化
学
天
び

大
麦

一

穀
温
計

ん
を
除
く
。
）

二

穀
刺

七

電
気
炉

三

カ
ル
ト
ン

四

き
よ
う
雑
物
選
別
機
又
は
き
よ
う
雑
物
選
別
用
ふ
る

い
五

穀
粒
容
積
重
計

六

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材

七

試
料
均
分
器

八

鑑
定
用
鏡
板

九

細
麦
等
判
定
用
ふ
る
い

十

は
か
り

十
一

試
験
用
と
う
精
機

十
二

恒
温
器
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別
表
第
三
（
第
十
六
条
関
係
）

農
産
物
検
査
を
行

う
農
産
物
の
種
類

機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備

米
穀

一

穀
刺

二

カ
ル
ト
ン

三

試
料
均
分
器

四

は
か
り

五

試
験
用
も
み
す
り
機

六

小
型
と
う
精
機

七

超
遠
心
粉
砕
器
又
は
衝
撃
式
粉
砕
器

八

ふ
る
い

九

化
学
天
び
ん

十

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
及
び
窒
素
定
量
法
使
用

機
材
（
化
学
天
び
ん
を
除
く
。
）
又
は
常
圧
加
熱
乾
燥

法
に
よ
る
水
分
測
定
及
び
窒
素
定
量
法
に
よ
る
た
ん
ぱ

く
質
測
定
と
同
等
の
精
度
で
そ
の
測
定
結
果
が
得
ら
れ

る
近
赤
外
分
析
計

十
一

加
熱
器

十
二

恒
温
槽

十
三

分
光
光
度
計

十
四

純
水
装
置

小
麦

一

穀
刺

二

カ
ル
ト
ン

三

試
料
均
分
器

四

は
か
り

五

超
遠
心
粉
砕
器
又
は
衝
撃
式
粉
砕
器

六

常
圧
加
熱
乾
燥
法
使
用
機
材
及
び
窒
素
定
量
法
使
用

機
材
又
は
常
圧
加
熱
乾
燥
法
に
よ
る
水
分
測
定
及
び
窒

素
定
量
法
に
よ
る
た
ん
ぱ
く
質
測
定
と
同
等
の
精
度
で

そ
の
測
定
結
果
が
得
ら
れ
る
近
赤
外
分
析
計

七

落
球
粘
度
計

八

純
水
装
置



- 39 -

別記様式第一号（第十条関係）

第 号

検 査 証 明 書

検査請求者

住 所

氏名又は名称

１ 検査年月日

平成 年 月 日

２ 前回の検査

⑴ 前回の検査を行つた登録検査機関の名称

⑵ 前回の検査証明書番号

３ 検査成績

⑴ 数量等

数 量 量 目

袋 数 正 味 重 量 正 味 重 量 （風 袋） 判 定
M／T kg kg

・ ・

・ ・

・ ・

⑵ 品 位

検 査 結 果
項 目 規 格

算 定 値 の 平 均 検 定 値 判 定

決 定 等 級

備 考

上記の事項を証明する。

平成 年 月 日

何 登録検査機関

農産物検査員

氏 名 印
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別記様式第二号（第十条関係）

第 号

検 査 証 明 書

検査請求者
住 所
氏名又は名称

１ 船舶名、輸入港名、入港年月日その他検査を受けた農産物を特定するために必

要な事項

２ 検査を受けた農産物の所在地及び数量並びに検査年月日

数 量 検 査 年 月 日

所 在 地 包 装
袋数（端袋） 正 味 重 量 年 月 日から

年 月 日まで

M／T

計

３ 検査成績

⑴ 種類及び銘柄

検 査 結 果
項 目 検査請求書記載の種類及び銘柄

査 定 結 果 判 定

種 類

銘 柄

⑵ 包装及び量目

包 装 量 目

検査請求書 査定結果 判 定 正 味 （風 袋） 判 定
記載の種類

kg kg

・ ・
・ ・
・ ・

⑶ 品 位

項 目 規 格
検 査 結 果

算定値の平均 検 定 値 判 定

決 定 等 級

備 考

上記の事項を証明する。

平成 年 月 日
何 登録検査機関
農産物検査員
氏 名 印
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別記様式第三号（第十条関係）

第 号

検 査 証 明 書

検査請求者

住 所

氏名又は名称

１ 検査年月日

平成 年 月 日

２ 検査成績

前回の検査を行つた 前回の検査 等 級 量 目 数 量 備 考
登録検査機関の名称 証明書番号

上記の事項を証明する。

平成 年 月 日

何 登録検査機関

農産物検査員

氏 名 印

別記様式第四号（第十条関係）

第 号

検 査 証 明 書

検査請求者

住 所

氏名又は名称

１ 検査年月日

平成 年 月 日

２ 検査成績

種 類 生産 銘 柄 等 級 数 量 水分の 容積重 備 考
年度 含有率

上記の事項を証明する。

平成 年 月 日

何 登録検査機関

農産物検査員

氏 名 印
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別記様式第五号（第十条関係）

第 号

検 査 証 明 書

検査請求者

住 所

氏名又は名称

１ 検査年月日

平成 年 月 日

２ 検査成績

種 類 生産年度 銘 柄 等 級 数 量 備 考

上記の事項を証明する。

平成 年 月 日

何 登録検査機関

農産物検査員

氏 名 印

備考 もみ、玄米、精米に係る生産年度は、当年産のもののみ記載するものとする。
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別
記
様
式
第
六
号
（
第
十
条
関
係
）

(ｲ)

(ﾛ)

(ﾊ)

単

位

単

位

単

位

（
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

（
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

（
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

外
円
直
径

五
〇

二
八

二
〇

特

上

肉

幅

四

二

一

外
円
直
径

五
〇

二
八

二
〇

特

等

肉

幅

四

二

一

外
円
直
径

五
〇

二
八

一
七

一

等

円
点
直
径

一
〇

九

七

肉

幅

四

二

一

最
長
縦
径

五
〇

二
八

一
九

最
短
横
径

三
〇

一
六

九

二

等

円
点
直
径

七

七

四

肉

幅

四

二

一

各

辺

五
〇

二
八

二
〇

三

等

円
点
直
径

七

五

四

肉

幅

四

二

一
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各

辺

四
〇

二
八

二
〇

四

等

円
点
直
径

七

五

四

肉

幅

四

二

一

上
下
各
辺

四
〇

二
八

二
〇

等
外
上

縦

四
〇

二
八

二
〇

上
下
各
辺

三
〇

二
八

一
八

等

外

縦

三
〇

二
八

一
八

各

辺

四
〇

二
八

二
〇

規
格
外

肉

幅

四

二

一

外
円
直
径

五
〇

二
八

二
〇

合

格

肉

幅

四

二

一

備
考

一

肉
色
は
青
色
と
す
る
。

二

欄
の
等
級
証
印
は
、
包
装
（
表
示
が
印
刷
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
）
に
押
印
す
る
と
き
に
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

(ｲ)

三

欄
の
等
級
証
印
は
、
表
示
を
包
装
の
表
面
に
印
刷
し
、
又
は
表
示
を
印
刷
し
た
票
せ
ん
を
は
り
付
け
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
表
示

(ﾛ)
に
押
印
す
る
と
き
に
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

四

欄
の
等
級
証
印
は
、
表
示
を
印
刷
し
た
票
せ
ん
を
結
び
付
け
、
又
は
ミ
シ
ン
で
縫
い
付
け
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
表
示
に
押
印
す

(ﾊ)
る
と
き
に
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
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別
記
様
式
第
七
号
（
第
十
条
関
係
）

単

位

（
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

円
の
直
径

二
〇

肉

幅

一

備
考

肉
色
は
青
色
と
す
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第
八
号
（
第
十
条
関
係
）

単

位

（
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

円
の
直
径

一
七

肉

幅

一

備
考

肉
色
は
青
色
と
す
る
も
の
と
す
る
。
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別記様式第九号（第十条関係）

検 査 証 明 書

荷造り、包装及び左記の事何 年 産 種 類
項を証明する。

銘 柄 何 登録検査機関

正味重量規格 何 ㎏ 検査年月日
等 級 及び

皆 掛 重 量 何 ㎏ 検査員認印

検 査 請 求 者 記 載 欄

検査請求者 氏名又は名称
住 所 都（道府県） 郡（市） 町（村)(字）
代 理 人 氏名又は名称
住 所 都（道府県） 郡（市） 町（村)(字）
生 産 地 都（道府県）
品 種 名 （ ）

備考
１ 検査を受けようとする農産物が、共同調製施設において共同調製されたものであつて、

代理人による検査請求に係るものであるときは、検査請求者の記載を省略することがで
きる。

２ もみ及び玄米に係る生産年度は、当年産のもののみ記載する。
３ 記載事項中等級、検査年月日及び検査員認印を除いては、検査請求者において記載す

ることができる。
４ この様式は、内容の変更を伴わない限り、変更することができる。

別記様式第十号（第十条関係）

検 査 証 明 書

荷造り、包装及び左記の
何 年 産 種 類 事項を証明する。

銘 柄
何 登録検査機関

正味重量規格 何 ㎏ 皆掛重量 何 ㎏

測 定 値 検査年月日
及び

水分の含有率 等 級 検査員認印

容積重

検 査 請 求 者 記 載 欄

検査請求者 氏名又は名称
住 所 都（道府県） 郡（市） 町（村)(字）
代 理 人 氏名又は名称
住 所 都（道府県） 郡（市） 町（村)(字）
生 産 地 都（道府県）
品 種 名 （ ）

備考
１ 記載事項中等級、検査年月日、検査員認印及び測定値を除いては、検査請求者におい

て記載することができる。
２ その他は、別記様式第９号の備考１及び４と同様とする。
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別記様式第十一号（第十条関係）

検 査 証 明 書

荷造り、包装及び左記

の事項を証明する。

種 類 何 登録検査機関

正味重量規格 何 ㎏ 検査年月日

等 級 及び

皆 掛 重 量 何 ㎏ 検査員認印

検 査 請 求 者 記 載 欄

検査請求者 氏名又は名称

住 所 都（道府県） 郡（市） 町（村)(字）

代 理 人 氏名又は名称

住 所 都（道府県） 郡（市） 町（村)(字）

加工（精米）年月日 平成 年 月 日

品 種 名 （ ）

備考

１ 精米及びかんしよ粗砕切干の検査を受けようとする場合には、種類に併せて生産年度

を記載する。

２ 精米に係る生産年度は、当年産のもののみ記載する。

３ その他は、別記様式第９号の備考３及び４と同様とする。

別記様式第十二号（第十条関係）

期 間 経 過 米 検 査 証 明 書

左記の事項を証明する。

何 登録検査機関

正味重量規格 何 ㎏ 検査年月日

等 級 及び

皆 掛 重 量 何 ㎏ 検査員認印

検 査 請 求 者 記 載 欄

検査請求者 氏名又は名称

住 所 都（道府県） 郡（市） 町（村)(字）

代 理 人 氏名又は名称

住 所 都（道府県） 郡（市） 町（村)(字）

備考 別記様式第９号の備考３及び４と同様とする。
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別記様式第十三号（第十条関係）

第 号

検 査 証 明 書

検査請求者

住 所

氏名又は名称

１ 検査年月日

平成 年 月 日

２ 検査成績

種 類 生産 銘 柄 包装の 等 級 数 量 水分の 容積重 備 考
年度 種類 含有率

上記の事項を証明する。

平成 年 月 日

何 登録検査機関

農産物検査員

氏 名 印

別記様式第十四号（第十条関係）

第 号

検 査 証 明 書

検査請求者

住 所

氏名又は名称

１ 検査年月日

平成 年 月 日

２ 検査成績

種 類 生産年度 銘 柄 包装の種類 等 級 数 量 備 考

上記の事項を証明する。

平成 年 月 日

何 登録検査機関

農産物検査員

氏 名 印

備考 もみ、玄米、精米に係る生産年度は、当年産のもののみ記載するものとする。
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別記様式第十五号（第十条関係）

成 分 検 査 受 検 票

検査請求者 氏名又は名称
住 所 都（道府県） 郡（市） 町（村)(字）
代 理 人 氏名又は名称
住 所 都（道府県） 郡（市） 町（村)(字）

成 分 検 査 の 項 目

試料採取年月日

何 登録検査機関 及び

検査員認印

備考

１ 記載事項中試料採取年月日及び検査員認印を除いては、検査請求者において記載する

ことができる。

２ その他は、別記様式第９号の備考１及び４と同様とする。

別記様式第十六号（第十条関係）

第 号

成 分 検 査 証 明 書

検査請求者

住 所

氏名又は名称

１ 検査年月日等

⑴ 試料採取年月日 平成 年 月 日

⑵ 検 査 年 月 日 平成 年 月 日

２ 検査成績

種 類 銘 柄 包装の 量目 数 量 成分検査 結 果 備 考
種類 の項目

上記の事項を証明する。

平成 年 月 日

何 登録検査機関

農産物検査員

氏 名 印
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別記様式十八号（第十四条関係）

検 査 機 関 登 録 台 帳

登録番号
登 録

年 月 日 登録更新年月日及び変更登録年月日
年月日

登録検査機
年 月 日 更新･変更 年 月 日 更新･変更

関の名称

代表者氏名 年 月 日 更新･変更 年 月 日 更新･変更

年 月 日 更新･変更 年 月 日 更新･変更

主たる事務

所の所在地

年 月 日 更新･変更 年 月 日 更新･変更

登録の区分

農産物の種

類

検査を 農 産 物 検 査 員 成分検査業務受委託先

行う区

域 氏 名 住 所 農産物 証明 受委 登録検査 代表者 主たる事務

の種類 書番 託の 機関の名 氏名 所の所在地

号 区分 称

備 考

農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類が飼料用もみ又は飼料用玄米のみに限

られる場合は、それぞれもみ（飼料用もみ）又は玄米（飼料用玄米）と記載する。
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別記様式第十九号（第十四条関係）

表

証明書番号

農 産 物 検 査 員 証

登録検査機関の名称
氏 名
検 査 を 行 う 区 域
農 産 物 の 種 類

上記の者は、農産物検査法（昭和26年法律第144号)第17条第４項の規定に
基づき農産物検査員として農林水産大臣の登録台帳に記帳された農産物検査
員であることを証明する。

発行年月日

農林水産大臣 印

裏

農産物検査法抜粋

（農産物検査の義務等）
第20条 登録検査機関は、農産物検査を行うべきことを求められたときは、
正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、農産物検査を行わなければなら
ない。

２ 農産物検査員は、公正かつ誠実にその職務を行わなければならない。

（改善命令）
第23条 農林水産大臣は、登録検査機関が第20条の規定に違反していると認
めるとき、又は登録検査機関が行う農産物検査若しくは第13条第１項の規
定による表示若しくは検査証明書の記載が適当でないと認めるときは、当
該登録検査機関に対し、農産物検査を行うべきこと又は農産物検査の方法
その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることがで
きる。

留意事項
① 農産物検査を行う農産物が飼料用もみ又は飼料用玄米のみに限られる場
合は、それぞれもみ（飼料用もみ）又は玄米（飼料用玄米）と記載されて
いる。

② 記載されている農産物以外の農産物の農産物検査を行った場合は、農産
物検査法第23条に基づく改善命令を発することがある。

備考 用紙の大きさは、縦55mm、横91mmとする。
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別記様式第二十号（第二十五条関係）

表

第 号
農産物検査法第31条第３項の立入調査をする
職員の身分証明書

官 職
氏 名
生年月日 年 月 日

上記の者は、農産物検査法第31条第３項の立入調査を
する職員であることを証明する。

上 半 身
発 行 者

前 向 写 真 発行年月日 年 月 日

印

（押出スタンプ）

裏

農産物検査法（抄）
（調査）

第31条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者のほ場、事務
所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、農産物若しくは帳簿、
書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。

２ 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登
録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、
書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。

３ 前２項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯
し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

４ 第１項又は第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認め
られたものと解釈してはならない。

（都道府県が処理する事務）
第37条 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令

で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一・二 （略）
三 第31条第１項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同

項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第41条 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その行為
をした登録検査機関の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
一～三 （略）
四 第31条第２項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同

項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ８とする。
２ 発行者は、農林水産大臣又は都道府県知事とする。
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